
 

 

健生食輸発0724第１号 

令和６年７月 24 日 

 

 各検疫所長 殿 

 

健康・生活衛生局食品監視安全課  

輸入食品安全対策室長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

食品衛生法第 26 条第３項に基づく検査命令の実施について 

（韓国産養殖ひらめ及びその加工品のオキシテトラサイクリンに係る検査命令対象養

殖場の追加） 

                                  

標記については、令和６年３月 28 日付け健生食輸発 0328 第１号（最終改正：令和６

年７月 22 日付け健生食輸発 0722 第１号）に基づき実施しているところである。 

今般、輸入時のモニタリング検査において、韓国産養殖ひらめより基準値を超えるオ

キシテトラサイクリンを検出したことから、下記に示す養殖場について同通知別添２の

２（３）に揚げる養殖場に追加するので、御了知の上、関係事業者等への周知方よろし

くお願いする。 
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BADA-DREAM 營漁組合法人（登録番号：K-F-CJ-680） 


